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大規模小売店舗等の犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する指針チェック票
大規模小売店舗等の安全対策

確認項目 措置内容 チェック欄

出入口
（指針53P）

○店舗の出入口は、道路等からの見通しが確保されているか。 □

○出入口扉は、扉の内外を相互に見通せる構造で、破壊侵入に強い扉か。 □

窓
（指針53P） ○窓は見通しが確保され、防犯建物部品等のサッシ及びガラスであるか。 □

エレベーター
（指針53P）

○エレベーターホールは、売り場または通路から見通しが確保された位置に配置され
ているか。 □

○エレベーターホール及びエレベーターのかご内の照度は確保されているか。 □

○エレベーターのかご内には外部と連絡できる装置及び警報ベルが設置されているか。
また、それらの装置等は子どもや車椅子でも使用可能な位置に配置されているか。 □

商品陳列棚
（指針54P）

○商品の陳列棚は、施設内の見通しに配慮した位置に配置されているか。 □

○商品の陳列棚の高さや幅は、施設内の見通しを考慮した構造となっているか。 □

○商品は陳列棚に収納され、通路内に見通しを妨げる物は置かれていないか。 □

レジカウンター
（指針54P）

○カウンターは、出入口や入店者の視認を確保できる位置に設置されているか。 □

○乗り越えに備えて、高さや幅、内側の広さ（退避空間）が確保されているか。 □

○カウンターと事務室（バックルーム）を隣接させ、避難場所を確保しているか。 □

レジ、金庫
（指針55P）

○深夜時間帯は、レジの台数を制限し、保管金額も必要最小限に抑えているか。 □

○金庫は、防盗性能や耐火性能等を考慮し、床に固定するなどしているか。 □

子ども広場、
ゲームコーナー等
（指針55P）

○子ども広場、ゲームコーナー等は、施設内の見通しに配慮して配置されているか。 □

トイレ
（指針55P）

○トイレ内には外部と連絡できる装置及び警報ベルが設置されているか。また、それ
らの装置等は子どもや車椅子でも使用可能な位置に配置されているか。 □

現金自動預払機
（ATM）
（指針55P）

○ATMは従業員の目に届き、道路等または施設内から見通しが確保された位置に配置
されているか。 □

○ATMの周囲の適当な位置に防犯カメラが設置されているか。 □

駐車場・駐輪場
（指針55P）

○駐車場及び駐輪場は、道路等、施設出入口又は施設内の窓等から見通しが確保され
ているか。 □

○駐車場及び駐輪場の照度は確保されているか。 □

○駐輪場には、チェーン用バーラック、サイクルラックが設置されているか。 □

カラーボール
（指針56P） ○カラーボール等の各種器材は、いつでも使用できる状態になっているか。 □

防犯カメラ
（指針56P）

○「防犯カメラ作動中」などと表示しているか。 □

○来店者や駐車場に出入りする車両のナンバーがわかるようになっているか。 □

安全対策責任者
（指針56P） ○安全対策責任者は選任されているか。 □

現金の管理
（指針57P）

○高額紙幣については、確実に金庫に保管されているか。 □

○金庫のかぎの保管管理は、特定の者が行っているか。 □

○現金の搬送は複数人で行っているか。 □


